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保育・幼児教育制度に関する意見書

急速な少子高齢化の進行は，我が国の経済や社会生活に大きく影響を及ぼしており，また，

生活様式や雇用形態の多様化など社会のあらゆる面で大きな変革期を迎え，子どもや家庭を取り

巻く環境が大きく変化する中で，子どもの健全な育成を図るための施策の充実が強く求められて

いる。

このような状況の中で，国は，平成２２年６月に「子ども・子育て新システムの基本制度案要

綱」を決定し，幼保一体化を含む新たな次世代育成支援のための包括的・一元的な制度の構築に

ついて検討を行っているところである。

全国的には，都市部における待機児童の解消が叫ばれる一方，当県の離島，へき地，過疎地域

においては，児童数の減少により，保育所・幼稚園の維持・運営が厳しい状況である。

よって，国においては，保育・幼児教育制度の議論に当たっては，下記の事項に配慮するよう

要請する。

記

１ 都市部と離島，へき地，過疎地域など，地域によって保育・幼児教育に格差が生じないよう

な制度を構築し，国が必要な財源措置を講じること。

２ 保育・幼児教育制度の設計に当たっては，地方自治体，保育・幼児教育関係団体，保護者等

からの十分な意見聴取を行い，その意見を反映させるとともに，国・都道府県・市町村の役割

分担や費用負担等について，地方と十分協議すること。

３ 子育てに関わる保護者負担を軽減すること。

以上，地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。
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